
 
 

【Web資料Ⅲ－㉚  安全衛生管理体制】 
 
 

［安全衛生管理体制］ 

 

総括安全衛生管理者 

（労安衛10条） 

〇政令で定める規模の事業場ごとに、当該事業場においてその

事業の実施を統括管理する者を選任する。 

〇総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者等を指揮す

るとともに、次の業務を統括管理する。 

・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関するこ

と。 

・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 

・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する

こと。 

・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

・その他、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省

令で定めるもの。 

安全管理者 

（労安衛11条） 

〇安全衛生業務のうち安全にかかる技術的事項を管理する。 

衛生管理者 

（労安衛12条） 

〇安全衛生業務のうち衛生にかかる技術的業務を管理する。 

衛生/安全衛生推進者（労安衛

12条の２） 

 

〇事業場の規模が10～49人の事業場について、安全衛生推進者

（一定の業種については衛生推進者）を選任する。 

〇事業場における安全衛生にかかる業務（衛生推進者は衛生に 

かかる業務）を担当する。 
 

出所：筆者作成 
 

 

  



 
 

出所：京都労働局・労働基準監督署（2023）「事業場における安全衛生体制のあらまし 修正版」 



［安全委員会・衛生委員会］ 

 



 

 
 
 

出所：厚生労働省リーフレット（2009）「安全衛生委員会を設置しましょう」 

   https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0902-2.html 


